
５ 「富山市中心市街地活性化基本計画」への支援について 

本市では、平成１９年２月に「富山市中心市街地活性化基本計画」の認定を受け、

「公共交通の利便性の向上」、「賑わい拠点の創出」、「まちなか居住の推進」を目標

として、官民が一体となって活性化に向けて事業に取り組んでまいりました。 

 平成２９年３月に認定を受けた、新たな計画では、中心市街地の活性化はもとよ

り、本市の中心市街地の高齢者がいつまでも元気に自立して暮らし、かつ住民同士

の交流が活発な富山市版ＣＣＲＣ（生涯活躍のまち）ともいえるまちとなるよう、

目指す都市像を「人が集い、人で賑わう、誰もが生き生きと活躍できるまち」とし、

計画に掲げる６１事業の推進に、鋭意取り組んでいるところであります。 

 つきましては、本市の「富山市中心市街地活性化基本計画」に位置付ける各事業

の推進のため、支援措置の継続及び拡充について格段の配慮をお願いします。 

主な事業

・ 富山駅路面電車南北接続事業

・ 富山駅自由通路整備事業

・ 歩道のリフレッシュ事業

・ 城址公園整備事業

・ 交通空間の利活用交流推進事業

・ 中心商店街出店促進・空店舗活用事業

・ 総曲輪三丁目地区第一種市街地再開発事業

・ 高齢者人材活用推進事業

・ 地域包括ケア拠点施設運営事業

・ まちなか居住推進事業
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◇事業実施箇所図（富山市中心市街地活性化基本計画：平成 29 年 4 月～平成 34 年 3 月） 

…事業実施箇所

…中心市街地エリア
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